
 

１ 金融円滑化にかかる基本方針 

 

 

２ 「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針について 

 

 

３ ご相談窓口 

当組合では現在、本支店の｢ご相談窓口｣において、中小企業・個人事業主および住宅ロｰン

をご利用いただくお客さまからのご相談にきめ細やかに応じております。 
 

お客様のためのご相談窓口 

店舗名 所在地 相談窓口 電話番号 

本 所 みやま市瀬高町下庄 774－1              総務部債権対策課          63-8807 

瀬 高 支 所 みやま市瀬高町下庄 774－1 融資担当者 63-8808 

南 瀬 高 支 所 みやま市瀬高町太神 1325－7 融資担当者 63-2241 

東 山 支 所 みやま市瀬高町長田 3351－1 融資担当者 63-2111 

山 川 支 所 みやま市山川町立山 964 融資担当者 67-1212 

二 川 支 所 みやま市高田町濃施 362 融資担当者 22-5721 

高田東部支所 みやま市高田町田尻 1567 融資担当者 22-6350 

銀 水 支 所 大牟田市大字田隈 772－1 融資担当者 56-8900 

上 内 支 所 大牟田市大字岩本 2203 融資担当者 58-0106 

三 池 支 所 大牟田市大字三池 613－2 融資担当者 56-8901 

唐 岬 支 所 大牟田市大字唐船 6 融資担当者 52-4536 
（ご相談受付時間：9 時～16 時） 

 

※貸出条件変更等に係るご意見･苦情については、総務部にてお受けいたします。 

苦情相談窓口  ＴＥＬ ６３－８８０２ 

 

４ 貸付条件変更等の実施状況 

 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」は、平成

25年３月末で期限が到来しましたが、引き続き同様の基準で開示します。 

 

 2017.5.15 

「金融円滑化対応状況等にかかる開示資料（平成29年3月末）」 

     

http://www.minamickg-fk-ja.or.jp/wp-content/uploads/2011/04/kihon_20140704.pdf
http://www.minamickg-fk-ja.or.jp/wp-content/uploads/2011/04/kinyu.kaiji_.20170516.pdf
http://www.minamickg-fk-ja.or.jp/wp-content/uploads/2011/04/hosyo_20140704.pdf
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